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・ 小、中学校で少人数学級による特色ある学級運

営を行います。

　…………………………………………… 1,900万円

・ ALT（外国語指導助手）による英語指導を行います。

　………………………………………… 782万4千円

・ 築造150年を迎える由良台場の周知活動を行い

ます。

　………………………………………… 170万5千円

・ すいか・ながいも健康マラソン大会を開催します。

　 ……………………………………… 1,707万9千円

・ 雇用の創出(観光情報発信・農業経営サポート事業

ほか２事業)を行います。 

　…………………………………………… 2,100万円

・ 移住定住対策を推進します。

　……… 112万2千円

・ 北条砂丘地の活性

化を支援します。

　…… 3,404万9千円

・ コナンのまちづく

りを推進します。

　 （巨大迷路、JR由良

駅改修など）

　…… 2,233万1千円

・ 国際交流（台湾台

中市大肚区）、国内

交流（滋賀県湖南

市）を行います。        

　………………………………………… 107万1千円

・ 湖南市「いじめをなくするサミット」に参加し、

学校間交流をすすめます。

　…………………………………………… 45万3千円

げんきなまちづくり（産業・観光・交流）

ゆたかなまちづくり（教育・文化・スポーツ）

施策のポイント

施策のポイント

～産業が活発で、観光・交流によりさまざまな人が行き交う

活力（げんき）あるまちをめざします～

～子どもがのびのびと育ち、文化・スポーツを通じ、

だれもが生涯をゆたかに過ごせるまちをめざします～

重
点

施

策
大栄西瓜マスコットキャラクター

夏
な つ み

味ちゃん

～ まちづくりビジョンの実現に向け ～

「
自
立
」
と
「
将
来
の
発
展
」
に

重
点
を
置
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た
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を
展
開
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政
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込
ま
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こ
の
中
で
、「
選
択
と
集
中
」
に

よ
る
事
業
の
重
点
化
を
図
り
、
教
育
、

子
育
て
、
健
康
づ
く
り
、
福
祉
、
砂

丘
地
振
興
な
ど
町
の
自
立
と
将
来
の

発
展
に
必
要
な
事
業
に
つ
い
て
積
極

的
に
取
り
組
み
ま
す
。

　平成25年度の主な事業を

「北栄町まちづくりビジョン」

の5つの基本目標に沿って

紹介するよ。
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主な事業

主な事業

砂丘地振興を支援

コナンの装飾が施された由良駅

特色あるマンガイラスト教室 全国からランナーが集結

 

 

 

資料№ １ 
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・ 感染症等予防接種（【新規補助】水ぼうそう、おた

ふく風邪）を行います。…………… 3,809万6千円

・ 介護予防地域支え合い事業を行います。

　……… 908万7千円

・ 公共施設のバリアフ

リー化を促進します。

　……………… 19万円

・ 未熟児の入院治療費

を助成します。

　…………………………………………… 40万3千円

・ 食生活の改善や自殺対策など、健康支援事業を

行います。

　………… 121万7千円

・ 健康なまち町民大会

を開催します。

　………… 64万5千円

・ 障がいのある方、ひ

とり親家庭、特定疾病、中学校卒業前までの子ど

もの医療費を助成します。……… 8,348万6千円

・ 福祉事務所で生活保護の事務を行います。

　………………………… 扶助費 1億3,509万4千円

・ 地域の防災力を高めるため、総合防災訓練を実

施します。……………………………… 35万5千円

・ こども園・保育所、小・中学校と連携した環境教育

および環境イベント、出前説明会による環境学習

を推進します。……………………… 164万8千円

・ 道路改良工事（町道松神水源地線ほか１路線）

を行います。…………………………… 3,800万円

・ 町内に点在する空き家の現状を調査します。

　……………………………………………… 182万円

・ 大栄地区のケーブルテレビ伝送路を光ケーブル

にする工事を行います。（2年目）

　…………………………………… 4億2,553万8千円

・ 北栄砂丘まつりを開催します。……………………………… 330万円

・ 地域の自立や活性化活動を行う自治会や団体に助成を行います。

　…………………………………………………………………… 190万円

・ 町内の全自治会に運営経費の一部を助成します。

　………………………………………………………………… 1,452万円

・ 町報やホームページにより積極的な情報提供に努めます。

　………………………………………………………………… 500万3千円

えがおのまちづくり（健康・福祉・子育て）

やさしいまちづくり（環境・安全・生活）

みんなのまちづくり（コミュニティ･町民･町･財政効率）

施策のポイント

施策のポイント

施策のポイント

～子どもから高齢者まで、だれもが健康でニコニコと

えがおで過ごせるまちをめざします～

～環境や人にやさしく、だれもが快適で安心して

住めるまちをめざします～

～みんな(コミュニティ・町民・町)による

協働のまちをめざします～

平成25年度　重点施策
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主な事業

主な事業

主な事業

認知症予防：リフレッシュ教室

小学校での食育教室

出前講座での環境学習 火災防御訓練の様子

夏の恒例イベント北栄砂丘まつり
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風風風風のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり 

～風力発電売電収入を活用した環境に～風力発電売電収入を活用した環境に～風力発電売電収入を活用した環境に～風力発電売電収入を活用した環境に    

やさしいまちづくりを推進します～やさしいまちづくりを推進します～やさしいまちづくりを推進します～やさしいまちづくりを推進します～    

    

再生可能エネルギー固定価格買取制度が、昨年7月に施行されたことにより、

昨年 12月 1日より北条砂丘風力発電所で発電した電力が新価格での買取となり、

約 2億円増収が見込めることとなりました。「風のまちづくり事業」はこの 2億

円の内、半分の 1 億円は今後のための基金として積立を行い、残りの半額につ

いては、不慮の事故の対応のため修繕費へ、そして残り 5,000 万円を住民の皆

さんに還元することを目標に創設した事業です。 

 

◆総事業費 1 億 429 万 9,000 円（内風力発電事業収益 5,000 万円） 

 

◆事業内容 

・町内全ての防犯灯をＬＥＤ化し、省エネの推進と自治会の財政負

担軽減を図ります。 

1,731 万 8,000 円 

・町が管理する防犯灯をＬＥＤ化します。   435 万 3,000 円 

・住宅用太陽光発電システム設置者へ助成します。 

（1ｋWあたり 6万円、上限 4ｋW） 

720 万円 

・自治会公民館に太陽光発電施設の設置を進めます。 

200 万円（調査費） 

・コナン通りに再生可能エネルギーを活用した街路灯を設置します。 

500 万円 

・大栄庁舎に太陽光発電設備と蓄電池を設置し、災害時の非常用電源の確保を

行います。 

4,987 万 5,000 円 

・大栄庁舎の省エネ化を推進します。   84 万円 

・環境イベントを開催し、環境意識の高揚を図ります。   37 万円 

・新・省エネルギ-のさらなる普及啓発を促進します。   236 万 8,000 円 

・予備費   1,497 万 5,000 円 

施策のポイント ６６６６    
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　（２）性　質　別

差引増減額 比較(％)
当初予算額 構成比 構成比 （A)－（B)

（A） （％） （％）
人 件 費 1,310,580 17.4 17.7 △ 24,844 98.1

公 債 費 1,080,860 14.4 14.3 6,226 100.6

扶 助 費 922,987 12.3 11.3 68,803 108.1

普 通 建 設 事 業 費 652,458 8.7 8.4 18,605 102.9

災 害 復 旧 事 業 費 2,237 0.0 0.5 △ 35,913 5.9

物 件 費 1,320,687 17.6 16.7 63,634 105.1

繰 出 金 1,295,407 17.3 16.8 31,664 102.5

補 助 費 等 814,328 10.8 10.1 53,157 107.0

投資及び出資金・貸付金 51,046 0.7 3.6 △ 221,087 18.8

そ の 他 30,088 0.4 0.4 1,101 103.8

予 備 費 28,322 0.4 0.3 8,654 144.0

合　　　　　計 7,509,000 100.0 100.0 △ 30,000 99.6

《増減の主なもの》 ＊新規
【人件費】 【物件費】

給料・職員手当・共済負担金等 △ 7,548 重点雇用創出事業 21,000

委員等報酬（外国青年報酬を賃金に組み換え） △ 6,366 13,135

議員共済費 △ 2,257 ＊企業立地推進事業 13,976

退職手当特別負担金 △ 2,045 ＊戸籍システム更新・保守業務 13,872

【公債費】 【繰出金】

公債元金（給食センター元金償還開始） 19,175 国民健康保険事業特別会計繰出金 19,530

公債利子 △ 12,949 下水道事業繰出金 12,820

【扶助費】 【補助費】

生活保護扶助事業 24,807 14,623

自立支援給付事業 33,985 ＊コナンのまちづくり 4,000

障がい児通所給付事業 5,831 （「まんが王国とっとり」推進事業）

【普通建設事業費】 就農条件整備事業 7,834
情報化推進整備事業（大栄地区伝送路改修） 103,510 しっかり守る農林基盤整備事業 7,816
ふるさと広域連合負担金（新斎場建設） △ 173,880 がんばる農家プラン補助金 △ 9,922
ふるさと広域連合負担金（ごみ処理場建設費） 16,765 【投資及び出資金・貸付金】

49,875 土地開発公社貸付金 △ 229,439
＊消防施設整備事業（ポンプ車購入） 23,585 上水道事業特別会計出資金 9,500
＊LED防犯灯整備事業 13,608

区　　　　分
平成25年度予算額 平成24年度予算額

当初予算額 （A)
（B)（B）

1,335,424

1,074,634

854,184

633,853

38,150

1,257,053

1,263,743

761,171

272,133

28,987

＊庁舎太陽光発電設備設置事業

19,668

7,539,000

＊北条砂丘農業活性化支援事業（情報発信事業）

＊北条砂丘農業活性化支援事業（機械導入支援）

人件費

17.4%

公債費

14.4%

扶助費

12.3%

普通建設事業費

8.7%

物件費

17.6%

繰出金

17.3%

補助費等

10.8%

投資及び出資金

・貸付金

0.7%

その他

0.4%
予備費

0.4%

性質別

歳 出

★義務的経費：支出が義務付けられている経費
人件費－職員給与、議員報酬など
公債費－町が借り入れた借金返済のための経費
扶助費－児童、障がい者、高齢者等を援助する

ための経費
★投資的経費：道路など社会基盤の整備に充てる経費
普通建設事業費－道路や公共施設などの建設のため

の経費
災害復旧費－風水害などの災害復旧のための経費

★その他の経費
物件費－委託料、賃金、光熱水費などの事務的経費
補助費－各種団体への補助金、負担金など
繰出金－他会計へ支出される経費

－４－
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（単位：千円、％）

国民健康保険事業特別会計 １８億３，０１８万６千円

介護保険事業特別会計 １５億９，９６６万２千円

住宅新築資金等貸付事業特別会計 ９１８万１千円

下水道事業特別会計 １２億４，０６４万５千円

農業集落排水事業特別会計 １，７４８万６千円

風力発電事業特別会計 ４億６，５１１万２千円

栄財産区特別会計 ７４万５千円

合併処理浄化槽事業特別会計 ６２９万２千円

大栄歴史文化学習館特別会計 ４，８８８万１千円

後期高齢者医療事業特別会計 １億４，３８５万７千円

水道事業会計（支出ベース） ５億６１万９千円

特別会計　　５８億６，２６６万６千円（対前年度比＋２．２％）

—５—
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一般会計財政推計の内容（～Ｈ３０）

　＜歳入＞

地方税 Ｈ２５年度以降据え置くが、評価替による減額を見込み算出。

地方譲与税
景気低迷が続くものと仮定し、Ｈ２５年度ベースに年３％ずつ減額
H２７年度以降は据え置き

利子割交付金等
景気の低迷が続くものと仮定し、H２５年度ベースに年４％ずつ減額
H２７年度以降は据え置き

地方交付税

＜普通交付税＞２５年度地方財政計画に沿って試算
　　公債費（臨時財政対策債措置分）　　　借入見込で試算し算出
　　公債費（合併特例債分）　　　　　　　　　借入見込で試算し算出
　　上記を除く普通交付税額について・・・（Ｈ２５年度以降）H２５年度予算額をベースに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前年度比約２．０％減額

※Ｈ２８年度から合併算定替による財政措置（Ｈ２４算定額５５０，０００千円）が段階的に廃止
　Ｈ２８年度△１０％、Ｈ２９年度△３０％、Ｈ３０年度△５０％、Ｈ３１年度△７０％、
　Ｈ３２年度△９０％、Ｈ３３年度は一本算定

地方特例交付金 H２５年度以降は据え置き

交通安全対策特別交付金 H２５年度以降は据え置き

分担金・負担金 H２５年度以降は据え置き

使用料 H２５年度以降は据え置き

手数料 H２５年度以降は据え置き

国庫支出金 H２５年度以降は据え置き

県支出金
H２５年度ベースに年２％ずつ減額
H２４、２５年度は雇用対策交付金を計上

財産収入
H２６年度以降は据え置き
H25年度は土地売却費（由良宿）を計上

寄付金 H２５年度以降は据え置き

繰入金
Ｈ２６年度以降については試算上、財政調整基金を除いて計上
Ｈ２５年度以降は風力特会繰入金５０，０００千円を計上
H25～２９年度に砂丘地振興基金繰入金を計上

繰越金 Ｈ２５年度以降は１０，０００千円を計上

諸収入 H２５年度以降は据え置き

地方債
Ｈ２５年度以降の合併特例債（上水道事業出資分ほか）の予定額について計上
H２６年度以降の臨時財政対策債については、H２５年度予算額と同額を計上
上記以外の起債については、H２５年度ベースに年２％ずつ減額

　＜歳出＞

人件費 定員モデル化計画（１７５人）で据え置いて算出

物件費
Ｈ２５年度ベースに以降１％ずつ減額。
Ｈ２４、２５年度は雇用対策交付金事業

維持補修費 Ｈ２５年度以降は据え置き

扶助費 高齢者の増加を考慮し、Ｈ２５年度ベースに年１％ずつ増額

補助費等 Ｈ２５年度ベースに以降年２％ずつ減額。

公債費 既発債、借換と今後の普通建設事業費に比例した借入見込みの償還金を試算し計上

積立金 H２５年度以降は据え置き

投資・出資・貸付金 H２５年度以降は据え置き

繰出金 H２５年度以降は据え置き

投資的経費

・大栄地区FTTH化事業　※H２４，２５
・庁舎統合事業　※H２６
・広域連合リサイクルセンター大規模改造事業　※Ｈ２４～２６
・消防自動車購入事業　※Ｈ２５
・通年事業についてはＨ２５年度ベースに以降年２％ずつ減額

─　１７　─
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＜一般会計＞

H25　伝送路（大栄）426、リサイクルＣ68、消防関係24

中期財政見通し試算 H26　庁舎統合400、リサイクルＣ122

決算見込み （単位：百万円）

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

町 税 1,316 1,316 1,316 1,271 1,271 1,271 1,226

地 方 譲 与 税 95 90 88 85 85 85 85

利 子 割 交 付 金 等 157 155 148 142 142 142 142

地 方 交 付 税 3,729 3,469 3,373 3,321 3,217 3,029 2,849

地 方 特 例 交 付 金 4 4 4 4 4 4 4

交通安全対策交付金 2 2 2 2 2 2 2

分 担 金 ・ 負 担 金 88 86 86 86 86 86 86

使用料及び手数料 44 42 42 42 42 42 42

国 庫 支 出 金 574 577 554 554 554 554 554

県 支 出 金 524 567 476 466 457 448 439

財 産 収 入 6 16 8 8 8 8 8

寄 付 金 6 1 1 1 1 1 1

繰 入 金 53 173 91 108 83 77 75

繰 越 金 211 10 10 10 10 10 10

諸 収 入 388 146 146 146 146 146 146

地 方 債 677 855 879 376 375 375 375

合　　計　　Ａ 7,874 7,509 7,224 6,622 6,483 6,280 6,044

人 件 費 1,305 1,311 1,350 1,350 1,349 1,359 1,369

物 件 費 1,253 1,321 1,287 1,274 1,261 1,248 1,236

維 持 補 修 費 25 25 25 25 25 25 25

扶 助 費 915 923 932 942 951 960 970

補 助 費 等 911 814 853 717 703 689 675

公 債 費 1,088 1,081 999 1,005 1,046 985 1,014

投 資 的 経 費 641 655 553 150 147 144 141

積 立 金 120 5 5 5 5 5 5

投資・出資・貸付金 272 51 51 32 32 32 32

繰 出 金 1,326 1,295 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126

前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0

予 備 費 18 28 15 15 15 15 15

合　　計　　Ｂ 7,874 7,509 7,196 6,641 6,660 6,588 6,608

0 0 28 ▲ 19 ▲ 177 ▲ 308 ▲ 564

実質公債費比率（3年平均） 20.2 19.7 18.3 17.5 15.1 14.2 13.6

基金積立額 110 1 53 67 27 3

基金取崩し額（財調） 0 56 0 19 177 308 564

基金残高（財調＋減債） 1,197 1,142 1,195 1,243 1,093 788 224

形式収支　　Ａ－Ｂ

歳

　

　

　

入

歳

　

　

　

出

区　　　分

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

（百万円）

歳入

歳出

基金残高

主な投資

的経費
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　　対象地域にお住まいで、次の（１）～（３）のいずれかに該当する65歳以上の方及び障がい

　など特別な事情により移動手段に困っている方（学生も含みます）

(1)自動車運転免許証がない方

(2)自動車を所有していない方

(3)自動車を運転できない理由がある方

   自宅と拠点までの区間です。    自宅と拠点までの区間です。    自宅と拠点までの区間です。    自宅と拠点までの区間です。 

　（片道を１回とします）

　交通の不便な地域にお住まいの方を対象に、地域交通利用者の負担軽減と公共交

通機関の利用促進を目的として、日常生活で必要な交通手段について、タクシー利

用料を利用券の交付により助成します。

　次にあげる、北栄町内の駅・バス停、公共施設、医療機関、買物拠点です。

【申請・利用方法は裏面をご覧ください。】【申請・利用方法は裏面をご覧ください。】【申請・利用方法は裏面をご覧ください。】【申請・利用方法は裏面をご覧ください。】

江北浜、東新田場、西新田場、国坂浜、大野、

米里、北条島、弓原浜、曲、向山団地、

小河原団地、さつきヶ丘団地、原、大島、

西穂波、穂波、東亀谷、下種、上種、茶ヤ条、

西高尾、東高尾、岩坪、高千穂、比山、青木

対対対対 象象象象 地地地地 域域域域

利 用 で き る 方利 用 で き る 方利 用 で き る 方利 用 で き る 方

利 用 で き る 範 囲利 用 で き る 範 囲利 用 で き る 範 囲利 用 で き る 範 囲

拠 点 と は拠 点 と は拠 点 と は拠 点 と は

ＪＪＪＪ Ｒ：由良駅Ｒ：由良駅Ｒ：由良駅Ｒ：由良駅

下北条駅下北条駅下北条駅下北条駅

バス停：江北バス停：江北バス停：江北バス停：江北

国坂国坂国坂国坂

島茶屋島茶屋島茶屋島茶屋

亀谷入口亀谷入口亀谷入口亀谷入口

交通拠点交通拠点交通拠点交通拠点

宮川医院宮川医院宮川医院宮川医院

岡本医院岡本医院岡本医院岡本医院

天野医院天野医院天野医院天野医院

高見医院高見医院高見医院高見医院

武信眼科武信眼科武信眼科武信眼科

仲歯科医院仲歯科医院仲歯科医院仲歯科医院

橋本歯科医院橋本歯科医院橋本歯科医院橋本歯科医院

医療機関医療機関医療機関医療機関

役場大栄庁舎役場大栄庁舎役場大栄庁舎役場大栄庁舎

役場役場役場役場北条庁舎北条庁舎北条庁舎北条庁舎

北栄町中央公民館北栄町中央公民館北栄町中央公民館北栄町中央公民館

中央公民館大栄分館中央公民館大栄分館中央公民館大栄分館中央公民館大栄分館

公共施設公共施設公共施設公共施設

東宝ストア由良店東宝ストア由良店東宝ストア由良店東宝ストア由良店

Ａコープ下北条店Ａコープ下北条店Ａコープ下北条店Ａコープ下北条店

Ａコープだいえい店Ａコープだいえい店Ａコープだいえい店Ａコープだいえい店

買物拠点買物拠点買物拠点買物拠点

自自自自 宅宅宅宅
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・1回の乗車につき利用券は1人1枚使用できます。

・月８枚で期間分（申請月から平成２６年３月分）をまとめて交付します。

・利用券は本人のみ利用できます。（家族や他人へ譲渡できません）

　・1枚につき利用者の負担は最低３００円です。それ以上の部分について、 町が８００円を

  　上限に助成します。

北栄町役場　政策企画課　（大栄庁舎）

平成２５年５月１日（水）平成２５年５月１日（水）平成２５年５月１日（水）平成２５年５月１日（水）から随時受付けます。

政策企画課に備え付けの申請書に必要事項をご記入ください。

対象者に利用券を交付します。

利用できるタクシー会社をご利用下さい。

料金をお支払いの時に利用券を運転手に渡し、助成分を差し引いた額をお支払

い下さい。

例① 運賃が５８０円の場合

利用者 ３００円（最低負担額）

町助成 ２８０円

例② 運賃が１，５００円の場合

利用者 ７００円

町助成 ８００円（上限）

受付期間受付期間受付期間受付期間

申請場所申請場所申請場所申請場所

利 用 券 に つ い て利 用 券 に つ い て利 用 券 に つ い て利 用 券 に つ い て

申請から利用まで申請から利用まで申請から利用まで申請から利用まで

手手手手 続続続続 きききき

●由良タクシー ３７－２１１０ ●倉吉交通 ２２－１５１１

●倉吉ハイヤーセンター ２２－７１１１ ●日ノ丸ハイヤー㈱ ２２－３１５５

日交タクシー、中央タクシー

●マルハ交通 ３４－２２３２

利用できるタクシー会社利用できるタクシー会社利用できるタクシー会社利用できるタクシー会社

ごごごご 利利利利 用用用用

申請は代理の方でも可能で申請は代理の方でも可能で申請は代理の方でも可能で申請は代理の方でも可能で

す。役場へ出かけることが困す。役場へ出かけることが困す。役場へ出かけることが困す。役場へ出かけることが困

難な方はお気軽にご相談下難な方はお気軽にご相談下難な方はお気軽にご相談下難な方はお気軽にご相談下

さい。さい。さい。さい。
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北条健康福祉センターの北条健康福祉センターの北条健康福祉センターの北条健康福祉センターの利用を利用を利用を利用を再開再開再開再開しますしますしますします    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１１    いつから利用できるの？いつから利用できるの？いつから利用できるの？いつから利用できるの？    

  休止に伴い各設備を撤去しています。 

再びご利用いただくためには、電気やガスなどの設備、トイレの改修などの整備

に関し予算措置や、利用料金の設定（条例改正）などの手続きが必要となります。 

これらが整い次第（これらが整い次第（これらが整い次第（これらが整い次第（7777 月下旬頃月下旬頃月下旬頃月下旬頃の予定）の予定）の予定）の予定）、ご利用いただけます。 

 

２２２２    どんなことに利用できるの？どんなことに利用できるの？どんなことに利用できるの？どんなことに利用できるの？    

例えば･･･ 

  自治会活動（敬老会、料理教室、運動会、いきいきサロン、子ども会活動 など） 

  サークル活動 

  各種団体の会議・活動  など、他目的にご利用下さい。 

 

３３３３    どうすれば利用できるの？どうすれば利用できるの？どうすれば利用できるの？どうすれば利用できるの？    

  北条庁舎分庁窓口に申請して下さい。 

  利用の際は、各自で鍵の開け閉め、清掃をお願いします。 

 

４４４４    利用料金は？利用料金は？利用料金は？利用料金は？    

  利用 1 時間ごとに利用料金が必要です。 

ただし、利用内容によっては他の施設（大栄増進 

センター、中央公民館など）と同様に利用料金を 

減免します。 

 

 

 

これまで、みなさまからのご意見・ご要望を受け、施設の利活用について検

討を進めてきました。今後は広く町民みなさまの活動拠点として有効にご利

用ください。 

もちろん町の事業でも 

活用します。 
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北条健康福祉センターの概要 

 

◆位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●建  築  平成 12 年３月 

●敷地面積  ２，６１３㎡ 

●構  造  鉄筋コンクリート造平屋建 

●床 面 積  ７６９．４１㎡ 

       会議室（１０人程度）、研修室 1･2（各 30 人程度）、多目的活動室（20 人程度） 

       栄養指導室、ホール 
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「がん検診 いつ受けるの？ 今でしょ！！」
（平成25年度のがん征圧スローガン）

①

②
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64.5 
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男女別胃がん粗死亡率
(H19～23年5年間の平均）
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女
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東部 中部 西部

3.8

6.4

3.4

（H17～H21年の平均：健康対策協議会）

胃がんにおける進行がん（４期）の発見率

％

中部は東部・西部に比べ

て胃がんの死亡率が高

い。特に男性が高い

中部は進行がん（４期）で
の発見割合が高い
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③

④　北栄町の胃がん検診費用

対象年齢

（年度末年齢）

集　団 　40歳～69歳 1,200円

（バリウム検査）　70歳以上 600円

医療機関 　40歳～69歳 2,000円

（胃カメラ検査）　70歳以上 1,000円

　　40歳以上60歳以下の5歳間隔で無料化（個人負担なし）を実施しています。
　　胃カメラは中部地区の医療機関で受けられます。

⑤

24年度の北栄町の受診率は見込

国保の特定健診受診率の目標は６５％ですが、北栄町は目標の約半数にとどまっています。

場　所 個人負担金 検診委託料

4,725円

10,000円

40歳以上

24.7

19.4

24.1

0

5

10

15

20

25

30

東部 中部 西部

胃がん検診受診率（平成２３年度）％

中部は胃がんの受診率が東部・
西部に比べて低い

34 32.4 30.9
33.8 32.1

22.9
25.2 25.9 25.6

0
5

10
15
20
25
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35
40

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

特定健診受診率の経年変化

北栄町

中部

％％％
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北栄町北栄町北栄町北栄町下水道下水道下水道下水道事業事業事業事業特別特別特別特別会計会計会計会計    家計簿家計簿家計簿家計簿    

 平成 23 年度の北栄町下水道事業特別会計の決算額を、国税庁民間給与実態統計調査の平均給

与額を参考に、１年間の家計簿に置き換えてみました。 

※国税庁民間給与実態統計調査の平均給与額を参考に、各金額を約60分の１（62.84）に縮小し

ました。 

（単位:円） 

収  入 支  出 

内  容 金 額 内  容 金 額 

給与生活費給与生活費給与生活費給与生活費    

（下水道使用料収入等） 3,476,353 

生活費生活費生活費生活費    

（維持管理費） 

 

2,067,091 

国・県からの援助国・県からの援助国・県からの援助国・県からの援助    

（国・県補助金） 1,993,062 

家の新築・リフォーム及び家財購入費家の新築・リフォーム及び家財購入費家の新築・リフォーム及び家財購入費家の新築・リフォーム及び家財購入費    

（建設改良費） 
5,485,805 

ローンの借入ローンの借入ローンの借入ローンの借入    

（企業債の発行） 5,825,907 

ローンの返済ローンの返済ローンの返済ローンの返済    

（企業債償還金及び利子） 14,295,863 

その他収入その他収入その他収入その他収入    

（各種手数料や受益者負担金及び分担金

等） 439,274 

その他支出その他支出その他支出その他支出    

（消費税の支払や特別損失等） 

462,158 

貯金貯金貯金貯金等等等等    

（翌年度繰越金等） 8,402 

 

親世帯からの援助親世帯からの援助親世帯からの援助親世帯からの援助    

（一般会計繰入金） 10,567,919 

合合合合        計計計計 

22,310,917 

合合合合        計計計計 

22,310,917 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の円グラフから、収入部門のうち56.3％以上が親世帯からの援助（一般会計繰入金）」

と「国・県からの援助（国・県補助金）」が占めており、「給料（使用料収入）」だけでは事

業が成り立たないことがわかります。 

本来の独立採算の原則からみれば、「給料（使用料収入）」で全ての費用が賄われているの

が理想ですが、下水道事業は、下水道管の敷設や処理場施設の建設などに多額の先行投資が必

要なことや、雨水などの自然現象に起因する処理費用等にあてるため、一般会計繰入金や

国・県補助金で賄っています。 

また、支出部門のうち「ローンの返済」「家の新築・リフォーム及び家財購入費」

の２つの項目で支出全体の 88％を占めているのがわかります。これらの費用は、下水

道管や処理場施設などのハード面に係る費用です。このことからも、下水道事業には

多額の建設費用を要することがわかります（事業は平成 25年度完了）。 

 

収 入 支 出 
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平成 25 年 1 月 9 日 

 

 

 北栄町長 松本 昭夫 様 

 

 

北栄町下水道使用料審議会 

会長 岩井 和由 

 

 

   下水道使用料について（答申） 

 

 

平成 24 年 11 月 5 日付け発北下水第 112 号で諮問のありましたこのことにつ

いて、次のとおり答申します。 

 

 

記 

 

1 下水道使用料の改定率 

下水道使用料の平均改定率を、15.7％改定されることが適当である。 

改定時期は、平成 25 年度とし 3 年毎にその都度適切な使用料を算定するも

のとする。 

【平均改定率】 

項            目 金額（千円） 

改定後の使用料収入（平成 25 年度～平成 27 年度）  A 750,806 

改定前の使用料収入（平成 25 年度～平成 27 年度）  B 649,151 

差       額              A‐B 101,655 

平 均 改 定 率         （A-B）／B×100 15.7％ 
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2 下水道使用料の改定単価 

使用料改定にあたり、低所得者並びに高齢者世帯に配慮し基本料金の改定

を低く抑えつつ総合的に検討を行い、使用水量ごとの使用料単価は、次のと

おりとする。 

2 箇月分の排除汚水量に対する使用料改定単価。 

（単位：円、％） 

使用料区

分 
排除汚水量 改定前 改定後 差額 改定率 

基本料金 20m3
まで 

（2,700） 

2,835 

（3,000） 

3,150 

（300） 

315 
11.1 

超過料金 
20m3

を超え 

1m3
当たり 

（170） 

178.5 

（200） 

210 

（30） 

31.5 
17.6 

※ 上段（ ）書きは、税抜き。下段は、税込 

 

 

3 改定理由 

○下水道事業経営及び町財政の健全化 

    下水道事業は特別会計で運営され、独立採算が求められる事業である。

このため、汚水処理費としての維持管理費及び資本費は受益者負担によ

る使用料で賄うのが原則である。しかし、下水道事業における平成 23 年

度決算においては、このうち半分も使用料収入で賄えていない現状で、

不足分を一般会計からの繰出金で補っているところである。 

    下水道事業の公共性から公費での責任部分はあるものの、使用料で賄

うべき費用に対する余分な支出を続けることは、他の行政サービスに必

要な財源の確保が困難となり町政に多大な影響をあたえることとなる。

このため、下水道会計への一般会計繰出金を縮減する必要がある。 

 

 

4 使用料改定の時期 

使用料改定の実施は、平成 25 年度とする。ただし、実施にあたっては、町

民への周知徹底の期間をおくものとする。 

また、今後の改定は、平成 30 年代には資本費回収率 100％を目指しつつ、

適正な使用料を 3 年毎に検討を行うこと。 
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5 付帯意見 

 使用料改定にあたり経営安定化のため、下記の事項について特に取り組みを

進めることを求めます。 

（1）水洗化率の向上 

公共下水道は、地域の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、公共用水

域の水質の保全することを目的に、事業をすすめられている。この目標達成

のためには、下水道未接続者の解消に向けた取り組みを強化し、水洗化率の

向上に努めること。 

あわせて、「水洗便所等改造資金利子補助制度」についても、水洗化率向上

の一つの手段として、十分活用されること。また、水洗化向上のため新たな

施策の検討を行うこと。 

 

（2）収納率の向上 

利用者負担の公平性を確保し、下水道事業経営の健全化が図れるよう収納

率の向上に引き続き努めること。 

 

（3）維持管理費の縮減 

終末処理場やポンプ場施設など下水道施設の計画的な修繕及び維持管理を

行うなど施設設備の延命化を図り、維持管理費の縮減に努めること。 
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平成２５年度自治会等地域での学習活動支援事業 実施要項 

 

 

１ 事業の目的 

この事業は、自治会や地域の有志が、長期休業中に自治公民館等において地域の児

童生徒を対象として行う学習活動の取り組みを支援するものとします。 

この活動は、「地域の子どもたちは地域で育てる」という環境づくりの推進を図ると

ともに、児童生徒が計画的な生活習慣や自ら取り組む学習姿勢の定着を図りながら、

地域への愛着心や社会性などを身につけるものとします。 

 

２ 支援の内容 

  次の条件による非営利で行う学習活動で、運営上必要な消耗品等を現物支給するこ

とにより学習活動を支援します。ただし、現物支給する消耗品等は上限１万円の範囲

内とします。 

  （支援条件） 

    ・事業主体は、自治会、地域の有志・団体とします。 

    ・学習活動の対象は、地域の小・中学校児童生徒とします。 

    ・学習活動は、夏休みなどの長期休業中に行う営利を目的としないものとします。 

    ・支援の申し込みは、各団体年間１回限りとします。 

    ・支援する内容は、学習に係る教材や筆記用具等の現物支給により支援します。 

 

３ 申込手続き 

この事業を希望する場合は、別紙様式１の書類を教育総務課へ提出してください。 

  （注意） 

    ・既に実施済みの事業の申し込みは対象外となりますので、事業を実施する前に

申し込みしてください。 

 

４ 活動実績報告 

   学習活動を完了したときは、速やかに別紙様式２の書類に関係書類を添付して教育

総務課へ報告してください。 

 

５ 問い合わせ先 

   〒６８９－２２９２ 

     鳥取県東伯郡北栄町由良宿４２３番地１ 

      北栄町教育委員会事務局教育総務課学校教育室 

        電話 ０８５８－３７－５８７０（直通） 

  

北栄町教育力向上事業北栄町教育力向上事業北栄町教育力向上事業北栄町教育力向上事業    

 

資料№ ６ 
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別紙様式１ 

 

平成２５年度自治会等地域での学習活動支援申込書 

 

平成２５年  月  日 

 北栄町長  様 

 

申請者 団 体 等 名            印 

    代表者氏名 

住   所 

                    連 絡 先 

 

平成２５年度自治会等地域での学習活動に対し当該支援を受けたいので、次のとおり

申し込みします。 

    

記 

 

１ 事業主体 

   住    所 

   団体・個人名 

 

２ 学習活動計画 

   期   間    平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

         （                            ） 

   場   所   

   参加予定者   

 

３ 要望する支援内容 
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別紙様式２ 

 

平成２５年度自治会等地域での学習活動実績報告書 

 

平成  年  月  日 

 北栄町長  様 

 

申請者 団 体 等 名            印 

    代表者氏名 

住   所 

                    連 絡 先 

 

平成２５年度自治会等地域での学習活動の実績を次のとおり報告します。 

    

記 

 

１ 事業主体 

   住    所 

   団体・個人名 

 

２ 活動実績 

期 日 場 所 参加者対象者及び人数 

   

   

   

３ 支援の内容 

  

品名等 金 額 

  

  

４ 添付資料 

   

（備考） 

「４ 添付資料」は、学習活動チラシや提供できる活動状況のわかる写真を添付し

てください。 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

（第２節） （第２節）

（第１節） （第１節） （第１節）

人権啓発内容

・手法の充実

社会教育における

人権教育の充実

人権を守るための

社会福祉の充実

人権啓発推進体

制の整備

就学前・学校にお

ける人権保育・教

育の充実

就労・雇用の安定

（第２節）

男

女

共

同

参

画

社

会

に

関

す

る

人

権

問

題

子

ど

も

の

人

権

問

題

高

齢

者

の

人

権

問

題

人権啓発活動

の推進

人権保育・教

育の推進

生活の安定の

推進

個

人

の

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

に

関

す

る

人

権

問

題

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

に

お

け

る

人

権

問

題

《　　　差　　　別　　　の　　　解　　　消　　　》

（第１章） （第２章） （第３章）

外

国

人

の

人

権

問

題

病

気

に

か

か

わ

る

人

の

人

権

問

題

刑

を

終

え

て

出

所

し

た

人

の

人

権

問

題

犯

罪

被

害

者

等

の

人

権

問

題

性

的

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

の

人

権

問

題

生

活

困

窮

者

の

人

権

問

題

北栄町人権を尊重するまちづくり推進計画構成図

北栄町まちづくりビジョン

～人と自然が共生し　確かな豊かさを実感するまち～

ゆたかなまちづくり

《人権を尊重するまちをめざして》《人権を尊重するまちをめざして》《人権を尊重するまちをめざして》《人権を尊重するまちをめざして》

人 権 問 題

同

和

問

題

障

が

い

の

あ

る

人

の

人

権

問

題

新

た

な

人

権

問

題
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画
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尊
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る
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づ

く
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推
進

計
画
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第
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計
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の
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第
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計
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直
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の
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第
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２
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第
３
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の

目
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第
３
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４
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画
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・
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間

第
５
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第
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画
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立
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み
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立
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・
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権
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育
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教
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実
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ち
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り

ビ
ジ

ョ
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－
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進
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画
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会
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権
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の
安
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進

人
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を
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 産
業
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興
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    北栄町人権を尊重するまちづくり条例 

                                       

平成 25 年 3 月 21 日 

条例第６号 

（目的） 

第１条 この条例は、差別や偏見、人権侵害のない人権を尊重するまちづくりに関し、町

及び町民（町内で暮らし、働き、学ぶ人又は事業を営むすべての人をいう。以下同じ。）

の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、真に

人権が尊重される住みよい北栄町の実現に寄与することを目的とする。 

 

（町の責務） 

第２条 町は、前条の目的を達成するため、必要な人権施策を積極的に推進するとともに、

行政のすべての分野で人権尊重の視点に立った施策を実施し、町民の人権意識の高揚に

努めるものとする。 

 

 （町民の責務） 

第３条 町民は、相互に人権を尊重しあい、町などが行う人権施策に協力するとともに、

自らも主体的かつ積極的に人権が尊重されるまちづくりに努めるものとする 

 

 （施策の計画的推進） 

第４条 町は、人権を尊重するまちづくりのため、人権啓発活動、人権保育・教育及び生

活の安定等の施策を策定し、その計画的推進に努めるものとする。 

 

 （実態調査等の実施） 

第５条 町は、人権施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行う

ものとする。 

 

 （人権啓発活動の充実） 

第６条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、国、県及び関係機関との連携を図り、

啓発推進団体の支援、指導者の育成など、啓発事業の充実に努めるものとする。 

 

 （審議会） 

第７条 町は、この条例の目的達成のため、北栄町人権を尊重するまちづくり審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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